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第５２号議案 市道路線の認定について
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図面番号 路線名 道路延長 道路幅員 理由 備考

① 小瀬戸町１６号線 ６８．１ｍ ６．０～１３．０ｍ
開発行為に伴い帰属
するもの

認定

② 小瀬戸町１７号線 ２６２．５ｍ ６．０～１３．４ｍ
開発行為に伴い帰属
するもの

認定

③ 平瀬町５号線 １１０．０ｍ ６．２ｍ
市有地等の土地利用
に伴うもの

認定

④ 深堀町９９号線 １２４．４ｍ ６．０～１４．０ｍ
開発行為に伴い帰属
するもの

認定

⑤ 琴海戸根町４５号線 ２１６．４ｍ ６．０～１１．０ｍ
開発行為に伴い帰属
するもの

認定

認定路線 ５路線 ７８０．４ｍ

１ 路線名一覧表
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２ 市道路線の認定位置図（①小瀬戸町16号線、②小瀬戸町17号線）

神の島公園

小瀬戸公園

みなと坂星空公園

長崎港
皇后地区

臨港道路

至 木鉢町方面 →
神ノ島町１丁目

市道小瀬戸町線

市道小瀬戸町2号線

認定予定路線
①小瀬戸町16号線

認定予定路線
②小瀬戸町17号線

小瀬戸町
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３ 位置図（拡大）（①小瀬戸町16号線、②小瀬戸町17号線）

小瀬戸町公園

市道小瀬戸町線

市道小瀬戸町2号線

臨港道路

認定予定路線
①小瀬戸町16号線

認定予定路線
②小瀬戸町17号線

Ａ

Ｂ
あ

え

う
い

おか
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４ 起終点写真（①小瀬戸町16号線）

道路延⾧68.1ｍ、幅員6.0～13.0ｍ

Ａ

起点

Ｂ

終点

令和6年9月10日撮影
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５ 起終点写真（②小瀬戸町17号線）

道路延⾧262.5ｍ、幅員6.0～13.4ｍ

起点

あ

終点

か

お

えい

う
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６ 市道路線の認定位置図（③平瀬町５号線）

市道磯道町柳田町線

市道江川町平瀬町線

認定予定路線
③平瀬町５号線

平瀬町

鶴見台２丁目

鶴見台１丁目

国道499号

平瀬町バス停

至 毛井首町方面 ↑

至 江川町方面 ↓
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７ 市道路線の認定位置図（③平瀬町５号線）

市道磯道町柳田町線

市道江川町平瀬町線

認定予定路線
③平瀬町５号線

Ａ

Ｂ

平瀬町バス停
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８ 起終点写真（③平瀬町５号線）

道路延⾧110.0ｍ、幅員6.2ｍ

Ａ

起点

B

終点

令和7年1月29日撮影
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９ 市道路線の認定位置図（④深堀町99号線）

主要地方道
香焼江川線

市道深堀町10号線
市道深堀町17号線

認定予定路線
④深堀町99号線

深堀中学校

県営住宅
深堀団地

深堀町１丁目

深堀町４丁目
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10 位置図（拡大）（④深堀町99号線）

市道深堀町10号線

市道深堀町17号線

認定予定路線
④深堀町99号線

県営住宅
深堀団地

深堀中学校

Ｂ

Ａ
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11 起終点写真（④深堀町99号線）

道路延⾧124.4ｍ、幅員6.0～14.0ｍ

Ａ

起点

Ｂ

終点

令和6年9月3日撮影
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12 市道路線の認定位置図（⑤琴海戸根町45号線）

国道202号

認定予定路線
⑤琴海戸根町45号線

村松小学校

琴海ニュータウン
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13 市道路線の認定位置図（⑤琴海戸根町45号線）

国道202号

市道琴海戸根町2号線

市道琴海戸根町30号線

認定予定路線
⑤琴海戸根町45号線

琴海戸根町
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14 位置図（拡大）（⑤琴海戸根町45号線）

市道琴海戸根町2号線

市道琴海戸根町30号線

認定予定路線
⑤琴海戸根町45号線

Ａ

ＤＣ

Ｂ
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15 起終点写真（⑤琴海戸根町45号線）

道路延⾧216.4ｍ、幅員6.0～11.0ｍ

C

B

Ａ

起点

D

終点

令和6年3月27日撮影
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○道路法

（道路の種類）

第三条 道路の種類は、左に掲げるものとする。

一 高速自動車国道 二 一般国道 三 都道府県道 四 市町村道

(市町村道の意義及びその路線の認定)

第八条 第三条第四号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。

〇都市計画法

（公共施設の用に供する土地の帰属）

第四十条 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる

場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、第三十六条第三項の公告の日の翌日にお

いて当該開発許可を受けた者に帰属するものとし、これに代わるものとして設置された新たな公共施設の用に供する土地は、その日におい

てそれぞれ国又は当該地方公共団体に帰属するものとする。

〇長崎市市道路線認定に関する事務取扱要綱

第２条 市道路線として認定しようとする道路は、次に掲げる要件の全てに該当するものでなければならない。

(1) 国道、県道、市道その他これらに類する道路のいずれかに接続する道路であること。

(2) 次のアからカまでに掲げる道路のいずれかであること。

ア 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３９条、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０６条第１項並びに都市再

開発法（昭和４４年法律第３８号）第１０９条及び第１１８条の２０第３項の規定により本市の管理に属することとなる道路その他こ

れらに類する道路

16 関係法令（抜粋）
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